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編集後記
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いいえ、不要です。
高さ60ｍ以下の免震建築物の場合は

大臣認定取得にかかわらず法20条第1項第
三号または第四号となるため、構造設計一級

建築士の関与は不要なんです。なお、安全証明

書の写しが必要になります。

高さ60ｍ以下の免震建築物を計画する場合、
構造設計一級建築士の関与って必要ですよね？

先日、伊勢神宮 内宮・外宮に行きました。
森林に囲まれた参道、澄んでいる五十鈴川
の風景に、心身共にリフレッシュすることが
できました。

【補足】
高さ60ｍ以下の免震建築物が法20条第1項第三号
又は第四号になることについて

免震建築物は、構造方法に関する補足である令第
80条の２第二号に規定された「木造、組積造、補強
コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリー
ト造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び無筋コンクリー
ト造以外の建築物」とされています。

従って、構造耐力を規定している法第20条第１項
の建築物の区分は、同項第二号本文中の構造種別、
令第36条の２に示される組積造、補強コンクリート
ブロック造や併用構造及び国土交通大臣が指定する
建築物（平19国交告第593号）のいずれにも該当
しません。

上記より、高さ60ｍ以下の免震建築物は、法第
20条第1項第二号に該当することはなく、結果とし
て同項第三号又は第四号に該当することになります。
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②人が

日常立ち

入る場所

①吊り天井である
⑤質量が

2kg/㎡

を超える

③高さが

6mを
超える

④面積が200㎡を超える
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